
＜＜デイサービスセンター 虹  利用料金表＞＞ 

平成２７年４月１日現在 

介護給付通所介護利用料（要介護１～要介護５） 

○基本サービス料 【大規模型事業所（Ⅰ）】 

～１日（5～7時間）利用の場合～ 

基本サービス料 

要介護１ ５６２円 

要介護２ ６６５円 

要介護３ ７６７円 

要介護４ ８６９円 

要介護５ ９７１円 

 

～１日（7～9時間）利用の場合～ 

基本サービス料 

要介護１ ６４５円 

要介護２ ７６２円 

要介護３ ８８３円 

要介護４ １，００４円 

要介護５ １，１２５円 

※ 上記基本サービス料には送迎代が含まれておりますが、送迎を実施していない場合 

（ご家族様が送迎を行う等）は片道△４７円の減額となります。 

 

○介護保険料（必要時に自己負担） 

個別機能訓練加算Ⅰ 

１日につき４６単位 

・専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置

していること。 

・他職種の者が共同して、利用者毎に個別機能訓練計画を作成し、当該計画

に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。 

・個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援と日常生活の充

実に資することを目的として複数の機能訓練の項目が設定され、その実施に

あたっては、グループに分けて活動を行っていること。 

個別機能訓練加算Ⅱ 

１日につき５６単位 

 

・専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置してい

ること。 

・他職種が共同して、利用者毎の心身の状況を重視した、個別機能訓練計画

を作成していること。 

・個別機能訓練計画に基づき、機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が利

用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。 

通所介護入浴介助加算 １日につき５０単位 



若年性認知症利用者受入加算 

１日につき６０単位 若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサー

ビス提供を行った場合。 

中重度者ケア体制加算 

１日につき４５単位 

・指定基準で配置すべき看護職員または介護職員に加え、看護職員また

は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。 

・前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のうち、要介

護３以上の利用者の占める割合が１００分の３０以上であること 

・通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当た

る看護職員を１名以上配置していること 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

介護福祉士が５０％以上配置されていること。 
1日につき１８単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

介護福祉士が４０％以上配置されていること。 
1日につき１２単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

指定通所介護事業所において３年以上の勤続年数のある職員が３０％以上

配置されていること。 

1日につき 6単位  

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

指定療養通所介護事業所において３年以上の勤続年数のある者が３０％以

上配置されていること。 

1日につき 6単位 

 （※いずれか１つ算定可

能） 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数に４．０％を乗じた単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数に２．２％を乗じた単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の 90/100 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の 80/100 

（※Ⅰ～Ⅳのいずれか１つのみ算定可能） 

※上記加算は毎月のご利用者様及び職員の状況等により変わる事がありますので、ご了承を

お願い致します。 

○実費利用料 

・食事の提供 （食費）  

  ご契約者に提供する食事にかかる費用です。 

     料金 １回あたり ５００円 

・日常生活品の購入代金等 

 おむつ代 ：尿パッド ３０円  

：縦型おむつ ５０円  

：リハビリパンツ Ｍ１３０円  Ｌ１４０円  

：紙おむつ    Ｍ１２０円  Ｌ１５０円 

 



予防給付介護予防通所介護利用料（要支援１・要支援２） 

○基本サービス料（月額利用料） 

サービス利用に係る自己負担 
要支援１（１月につき） １，６４７円 

要支援２（１月につき） ３，３７７円 

○契約期間が１月に満たない場合の基本サービス料（日割り利用料） 

サービス利用に係る自己負担 
要支援１（１日につき） ５４円 

要支援２（１日につき） １１１円 

○介護保険料 

運動器機能向上加算 

１月につき２２５単位 ※機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに運動器機能向上

計画を作成し、これに基づきサービスの提供を行った場合。 

若年性認知症利用者受入加算 

1月につき２４０単位 若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め、特性やニーズに

応じたサービス提供を行った場合。 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

介護福祉士が５０％以上配置されていること。 

要支援１ １月につき７２単位 

要支援２ １月につき１４４単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

介護福祉士が４０％以上配置されていること。 

要支援１ １月につき４８単位 

要支援２ １月につき９６単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

3年以上の勤続年数のある者が 30％以上配置されていること。 

要支援１ 1月につき２４単位 

要支援２ １月につき４８単位 

（※いずれかひとつ算定可能） 

生活機能向上グループ活動加算 

・機能訓練指導員等が共同して、利用者に対し生活機能の改善

等の目的を設定した介護予防通所介護計画を作成している。 

・複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスを準備し、

利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービ

スが実施されていること。 

・生活機能向上グループ活動サービスを１週間に１回以上実施

していること。 

１月につき１００単位 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数に４．０％を乗じた単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数に２．２％を乗じた単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の 90/100 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 
介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の 80/100 

（※Ⅰ～Ⅳのいずれか１つのみ算定可能） 

※上記加算は毎月の利用者様及び職員の状況等により変わる事がありますので、ご了承をお

願い致します。 



 

○実費利用料 

・食事の提供 （食費）  

  ご契約者に提供する食事にかかる費用です。 

     料金 １回あたり ５００円 

・日常生活品の購入代金等 

 おむつ代 ：尿パッド ３０円  

：縦型おむつ ５０円  

：リハビリパンツ Ｍ１３０円  Ｌ１４０円  

：紙おむつ    Ｍ１２０円  Ｌ１５０円 


